
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなでつくろう！ 

 あたたかなつながりづくり 

社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会 

令和３年４月発行 
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 社会福祉協議会（略して社協といいます。）とは、社会福祉法（第１０９条）にもとづき、各

区市町村に設置されている社会福祉法人の民間団体です。民間組織の自主性と、広く住民や社

会福祉関係者に支えられた公共性という二つの側面をもっています。住民の皆様のほか、ボラ

ンティア、福祉施設・団体・グループなどの市民活動の支援を行っており、住民が安心して暮

らせる福祉コミュニティづくりと地域福祉の推進を目的とする組織です。 

  

海老名市社協では、住民の福祉活動

支援・ボランティア活動支援、福祉課

題を抱えた人の相談、在宅福祉サービ

ス等を行うことで、『住民誰ものしあ

わせ＝地域福祉の実現』を目指しま

す。 
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 誰もが住み慣れた家庭や地域で安心して暮らしていくために、制度によるサービスを利用

するだけでなく、地域での人と人とのつながりを大切にし、支え合いの関係を築いていく取

り組みです。  

 例えば･･･ 

 ・地域の課題などを話し合い、 

  共有する（会議や懇談会･･･） 

 ・地域福祉について学ぶ（学習会･･･） 

 ・地域のふれあいや交流活動（サロンや茶話会･･･） 

 ・情報を伝える（福祉情報紙や生活情報紙･･･） 

 ・活動の支援者を育てる（ボランティア･･･） 

 ・生活支援活動、見守り・声かけ活動、 

  困りごと相談･･･   など 
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海老名市には 1６地区社協が組織されています。 

今後も地区社協活動が更に広がるよう地域の皆さま 

とともに進めていきます。 
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日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持ちながら生活していくた

めに、医療や介護サービスのみでなく、地域内のつながりや高齢者が役割を発揮できる場づく

りなど地域の役割が期待されています。社協では、この取り組みを更に推進していくために、

「生活支援コーディネーター」を６地区に配置しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心してボランティア活動を行ってい

ただくための、ボランティア保険の加入

などの手続きを行います。 

 

・年間を通じての活動保険 

・地域福祉やボランティアの行事用保険 

・災害活動対応型保険  など 

大規模災害発生時には、全国からボラ

ンティアが駆けつけ、被災地での支援

活動が行われています。 

災害ボランティアセンターは社協が中

心で運営されます。 

社協では、災害救援ボランティアセン

ターマニュアルを作成し、センターの

設置・運営訓練、災害時に備えた環境

整備を進めています。 

また万一の災害時には、ボランティア

の募集などを行います。 

 歩行困難など身体の不自由な方（要介 

 護認定を受け、介護保険制度が利用で 

 きる方を除く）など、一時的に車いす 

 が必要な場合、無料貸出をしています。 
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 福祉サービスを利用したり、生活のためのお金を引き出したり、通帳を保管したりすることが 

難しい方の生活を守るため、次のサービスを提供します。 
 

 
 福祉サービスの利用手続や、日常生活の金銭管理をすることが困難で、身の回りに援助する 

人がいない知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者、認知症高齢者等。 
 

 

 ① 福祉サービスの利用支援 「福祉サービスを安心して利用したい」 

  ・提供や相談 ・手続や代行 ・利用料支払い代行 ・苦情解決手続き 

 ② 日常的金銭管理サービス 「生活費の支払いを手伝って欲しい」 

  ・年金や福祉手当の受領に必要な手続 ・税金や公共料金などの支払手続 

  ・医療費や日用品購入代金の支払手続 ・預貯金の出し入れや解約の手続 

 ③ 書類等預かりサービス 「通帳や印鑑を預かって欲しい」 

  ・年金証書、保険証書、預貯金の通帳、証書契約書、不動産権利証書、実印、 

   銀行印 など 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 判断能力の一部または全部を失われている方々の身上監護のために、他に適切な法定後見人 

がいない場合、「補助人」・「保佐人」・「後見人」を引き受けています。 
 

 

 
 ・海老名市にお住まいの方で、認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力が充分ではない 

  ２０歳以上の方 

 ・他に適切な法定後見人が得られない方 
 

 
 

 

 

 

※ 利用料（後見報酬）は、家庭裁判所がご本人の財産・収入などに応じて決定します。 
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  その人らしい暮らしを守る積極的権利擁護の視点にたち、分野を超えた総合的な相談体制を軸 

に成年後見制度の推進・市民後見人の活動推進、社会的孤立者の支援などを行い安心した生活 

を送ることができる地域づくりを目指します。 

 

 ①相談業務 

生活に関すること、介護や障がいに関することなど福祉に関する相談全般を受付。 

②成年後見制度の推進業務等 

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力の不十分な方を法的に保護し支援す 

るのが成年後見制度です。制度活用・申し立て・受任相談等を相談機関との連携を図りな 

がら行っています。 

  また、市民後見人（※注）の活動支援を行っています。     

     

①センター職員による相談 月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始を除く） 午前９時～午後 5時 

第 1・３土曜日（事前予約制）       午前 9時～正午 

 

②専門職による成年後見相談（事前予約制） 

             ・司法書士  第１火曜 午後 2時～4時 

              ・社会福祉士 第２水曜 午前１０時～正午 

              ・行政書士  第３火曜 午後 ２時～４時 

             ・弁護士   第４月曜 午後 ２時～４時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※注）市民後見人とは 

    親族以外の市民による後見人のことです。家庭裁判所が選任し判断能力が十分でない 

方の金銭管理や日常生活における契約など本人を代理して行います。 
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     る契約など本人を代理して行います。 

 

 

 

 

 歩行が困難な方を対象にした、ボランティアドライバー（運転会員）による有償運送 

サービスです。 

 

 市内にお住まいで、交通機関を単独で利用することが困難であり、車両の乗り降りや乗車 

中に軽度な介助や見守りが必要な方 

 

 通院や入退院、福祉施設への入退所、福祉関係機関及び市の行事参加、特別支援学校への 

通学など 

 

 ・海老名市内                   ５００円 

 ・厚木市、大和市、藤沢市、座間市、綾瀬市、寒川町 ８００円 

 ・相模原市、伊勢原市、横浜市、茅ヶ崎市    １，０００円 

  利用料は片道１回分 この他に年会費１，２００円がかかります。 

  横浜市、茅ヶ崎市は特別支援学校通学のみ 

 

 全日８時～１９時 利用回数制限なし（運転会員と調整可能な範囲内） 

 

 あらかじめ利用会員登録をしたうえで、毎月２５日までに翌２ヶ月分を予約 

 

 

  

高齢者や障がい者等の買物支援及び外出の機会を増やすことを目的に、ぬくもり１～５号・さく

ら号が市内公共施設・商業施設等を中心に時刻表に基づいて運行・巡回しています。 
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住み慣れた地域で、いつまでも元気で、自立した生活ができるよう、介護予防や認知症予防、健康

維持の事業を実施しています。  

 高齢者施設や地域の高齢者世帯で社会貢献活動を行い、クラブ員の方々の介護予防と生き

がいづくりを推進します。また活動実績に応じたポイントを地域特産品等と交換できます。 

介護予防として、仲間づくり・社会参加のきっかけづくりをするとともに、地域づくりに欠かせ 

ない地域活動の担い手を養成します。  
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 障がいのある方が地域生活をおくるために、「はたらく」をテーマとした２つの事業と、傾

聴を中心とした相談を行います。 
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 障がい者の自立支援・社会参加を目指し、サービスを提供します。 

 地域包括ケアシステムの推進、市内地域包括支援センターや関連機関との連携強化を 

目的に、基幹型地域包括支援センターを運営します。 
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